
件 件 件 件

千円 千円 千円 千円

※１：金額総額であり、複数の団体等に交付している場合、個々の団体等への交付額等を示すものではありま
せん。なお、当該年度は当初予算額を記載しております。また、前年度決算額について、補助額の確定が未了
のものは、交付件数および交付決定額を外数として（）書きで記載しております。

13,428

平成15 21年度 年度

13,713

263

経過年数

10,98323,281

214

交付対象経費及び
補助金の算定方法等

前々年度

補助開始年度

265

　□　その他

年度

（間接補助の場合）
間接補助とする理由
及び再交付先への配

分基準、審査基準

 【間接補助の理由、再交付の配分基準・審査基準】

補助金名 福岡市認可外保育施設児童支援事業補助金

（公募の場合）
公募時期

その他の補助金 

交付先決定方法 　　□　公募　　　

□　個人

市の定める要件を満たす認可外保育施設

認可外保育施設 区分

こども未来局子育て支援部保育支援課
（ＴＥＬ　092－711－4596）

担当課
（連絡先）

前年度補助事業
の主な実施概要

・嘱託医の設置にかかる費用の助成
・児童の歯科健診や尿検査にかかる費用の助成
・職員の健康診断にかかる費用の助成、職員検便（調理員の概ね月1回及び調理員以外の職員
の概ね年2回）にかかる費用の助成
・市が指定する研修（年８回）に参加した職員の代替雇上費等の助成

回

終期を延長する
理由

       補助金調書

交　付　先

（公募の場合）
応募要件

原則4月

（非公募の場合）
非公募の理由

令和7

補助金の目的
及び

補助対象事業

延長回数 4

福岡市内の認可外保育施設に入所する児童の健全育成に資するため、児童健康管理
支援事業（嘱託医の設置、児童の歯科健診、尿検査）・職員健康管理支援事業（職員の
健康診断及び検便）・保育従事者等研修事業を行う。

当該年度

本補助金は、認可外保育施設に入所する児童の健全育成のために助成を行うもので
ある。対象施設では、児童と職員が健康診断を行うことにより、疾病の早期発見に努め
るとともに、職員研修により保育の質の向上を図ることができるため、今後も本事業を
実施する必要がある。

補助金の終期

【補助対象経費、補助金額の算定方法・考え方】
嘱託医の設置費用　　　    ・ 歯科健診費用　  1施設あたり18,080円
1人～5人　   50,000円　    ・ 尿検査　           児童1人あたり600円
6人～20人  100,000円　    ・ 職員健康診断　  1人あたり7,000円
21人～40人120,000円　     ・ 職員検便　      　1回あたり1,500円
41人～60人140,000円　　　 ・ 職員研修　        1回あたり6,000円
61人～　　　160,000円

補助金交付
による効果

認可外保育施設に入所する児童及び職員の健康管理が、より確実に行われるように
なっている。また、職員の研修参加により、保育の質の向上につながっている。

前々々年度交付状況等
【上段：交付件数】

【下段：決算】
（※１）

前年度
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